
 

 特定事業として選定した埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業に係る

事業者を選定したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第 117 号）第８条の規定に基づき、その結果を公表します。 

   平成２６年１１月 ７日 

 

埼玉県知事 上田 清司 

 

埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業に係る事業者選定について 

 

第１ 事業者の選定 

    １ 選定会議の設置 

       学識経験者及び本県職員で構成する「埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案選定会議（以下 

   「選定会議」という。）」を設置しました。 

        選定会議の委員は、以下のとおりです。 

      委 員 長      高村 淑彦  （東京電機大学 名誉教授） 

            副委員長    石橋 正二郎  （埼玉県総務部 副部長） 

            委 員        島崎 規子  （城西国際大学大学院経営情報学研究科 教授） 

            布施 征男   （ＥＳＣＯ推進協議会 専務理事） 

                        真砂 和敏   （埼玉県総務部管財課長） 

                        田嶋 義明  （埼玉県都市整備部設備課長） 

                     鈴木 幹男  （埼玉県警察本部総務部財務局施設課長） 

 

  ２ 選定方法 

    選定会議において、「埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案審査要領（以下「審査要領」と 

   いう。）」に基づき審査しました。 

                                                    

  ３ 事業者の募集及び選定スケジュール 

   (1) 募集要項公表（埼玉県ホームページに掲載）   平成２６年７月 １日 

   (2) 募集要項等に関する質問受付          平成２６年７月 １日 

      （埼玉県ホームページに掲載）           ～２６年７月１６日 

      (3)  参加表明書及び資格確認書類の受付          平成２６年７月２２日 

                              ～２６年９月２６日 

    (4) 参加資格確認結果及び提案要請書の送付     平成２６年７月２５日 

                              ～２６年９月２６日 

    (5) 現場ウォークスルー調査             平成２６年９月１７日 

 



    (6) 提案書の受付                 平成２６年 ７月２５日 

                              ～２６年１０月 ３日 

 

   (7)  第１回選定会議の開催                     平成２６年 ７月１５日 

    (8)  第２回選定会議の開催                      平成２６年１０月２１日 

      (9) 優先交渉権者等の選定結果公表         平成２６年１０月２９日 

            （埼玉県ホームページに掲載） 

 

第２ 選定結果 

    １ 応募者一覧 

        次の応募者から提案応募がありました。 

 Ｎo      代表構成員       構 成 員 

 １ 

 

株式会社エネルギーアドバンス 

   

 新菱冷熱工業株式会社 

 株式会社深井設備工事 

 株式会社シンエイ 

 

  ３ 選定事業者 

        選定会議で審査した結果、次のとおり選定されました。（別紙「審査の講評」のとおり。） 

    最優秀提案者 

          株式会社エネルギーアドバンス・新菱冷熱工業株式会社・株式会社深井設備工事・ 

     株式会社シンエイのグループ 

 

  ４ 優先交渉権者等 

    「埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案募集要項」及び「埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案

審査要領」規定に従い、最優秀提案者を優先交渉権者と決定しました。 

 

第３ 評価の結果 

  １ 提案審査結果 

        審査要領で規定するＥＳＣＯ提案審査評価項目に従い総合的に審査し、最優秀提案が選 

   定されました。 

 

 

 

 

 

 

 



ＥＳＣＯ提案審査評価項目表 

評 価 項 目 

 

採  点 

１  

①１５年間の利益総額が大きいこと。  ２５．０  

②光熱水費等削減保証額が高いこと。  ２５．０  

③対象建物全体の省エネルギー率が３％以上であり、省エネルギー効果が十分にあ

ること。 

 ２５．０  

④対象建物全体の二酸化炭素排出の削減効果が高い等、地球温暖化対策に有効であ

ること。（％） 

 ２５．０  

⑤夏季（７～９月）・冬季（１２月～３月）の電気需要平準化時間帯（８～２２時

）の電力削減量が大きいこと。（ｋＷｈ） 

 ２５．０  

⑥ピーク電力（契約電力）の削減量が大きいこと。（ｋＷ）  １５．０  

⑦個別空調を積極的に導入するなど、施設の運用に配慮した提案であること。会議

室及び通常執務室（個別空調の導入エリア数） 

 ２５．０  

⑧資金調達計画が信頼できること。  １２．９  

⑨ＥＳＣＯ設備に起因にする環境負荷（騒音、振動、大気汚染物質等）の対策が考

慮されていること。 

 １１．１  

⑩技術提案に具体性・妥当性があること。  １２．９  

⑪工事施工について施設の運営・業務に支障のないよう考慮された提案であること

。 

 １９．３  

⑫特殊性・秘匿性の高いエリアの工事施工に配慮された提案であること。（５～９

Ｆ） 

 １７．１  

⑬提案に独自性や特殊なノウハウが含まれること。  １１．６  

⑭ＥＳＣＯ事業に係る補助金採択の可能性があること。   ５．７  

⑮維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること

。 

 １５．４  

⑯優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了し、県にＥＳＣＯサービス

の提供ができること。 

 １１．５  

⑰契約期間終了後の維持管理について提案があること。  １０．３  

⑱提案が全体としてバランスが優れ、プレゼンテーションの内容が分かりやすいこ

と。 

  ９．４  

合  計  ３０２．３  

 

 

  ２ ＶＦＭ（Value for Money）の算出 

        本事業を特定事業（ＰＦＩ事業）として選定する際に用いた前提条件を基に、最優秀提 



  案によるＰＦＩ事業と、県が直接事業を実施する場合の負担額を、現在価値換算額で比較 

  しました。 

        この結果、最優秀提案は、県が直接実施する場合に比べて、現在価値に換算して、財政 

  負担が１２．６％削減されることになります。 

第４ 最優秀提案の概要 

    １ 省エネルギー率     ６．１％ 

 

    ２ 二酸化炭素削減率      ５．９％  

    二酸化炭素削減量   ２６５トン/年 

 

    ３ 提案省エネルギー手法 

   ア 熱源容量の最適化（空調負荷見直し） 

   イ 熱源システムの再構築（新開発・節電型吸収冷温水機の導入、冷温水配管密閉化） 

   ウ 搬送動力の削減（ポンプの変流量制御） 

   エ 照明設備の省エネ制御（人感センサー自動調光制御付照明） 

   オ 節水対策の実施（大便器の洗浄水量調整） 

    

  ４ 各年の光熱水費等削減額  ３１，４７８千円／年 

 

    ５ 光熱水費等削減率              １４．３％ 

 

    ６ 年間光熱水費等削減保証額 ２８，２５５千円／年 

 

    ７  ＥＳＣＯ契約期間                 ６年間 

 

    ８  ＥＳＣＯサービス料        ７１，２８０千円／年 

 

 

 

 埼玉県総務部管財課（設備担当） 

  住 所 〒３３０－９３０１ 

      埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

  電 話 ０４８－８３０－２５９８（設備担当直通） 

  ＦＡＸ ０４８－８３０－４７４３ 

 

 



別紙  埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業に係る提案審査講評 

 

 昭和４９年に建設された埼玉県第二庁舎の空調機などの設備は、経年劣化が著しく近年の

地球温暖化防止や省エネルギー化への対応については限界に達しています。 

また、この施設は、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく大規模事業所に指定され、平

成２３年度から平成２６年度までの４年間で基準年比平均８％の温室効果ガスの削減が義務

付けされています。 

そのため、民間のノウハウを生かしたＥＳＣＯ事業を導入し、最新の機器による省エネル

ギー対策や二酸化炭素排出量の削減を推進する設備改修を行うこととしました。 

このたび、独自性のある効果の高いＥＳＣＯ事業提案を広く求めたところ、「株式会社エ

ネルギーアドバンス・新菱冷熱工業株式会社・株式会社深井設備工事・株式会社シンエイ」

の１グループから応募がありました。 

 このＥＳＣＯ事業提案について埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案審査要領に基づき、応募

者によるプレゼンテーションを実施するとともに提案書の審査を行いました。 

今回は、１グループのみによる提案でありましたが、以下のとおり優れた内容であったこ

とから株式会社エネルギーアドバンスグループの提案を最優秀提案とし、同社を優先交渉権

者とすることとしました。 

 事前の調査では、3.1％の省エネルギー率、年間 1,620 万円の光熱水費削減額を見込みまし

たが、最優秀提案者は、6.1％の省エネルギー率、年間 3,147 万円の光熱水費削減額が見込ま

れる提案をしており、十分な効果が期待される内容でした。 

その内容は、冷却水量を大幅に削減し、節電効果の高い最新式の冷温水発生機の導入や、

搬送動力を大幅に低減するポンプのインバータ制御、人感センサー自動調光制御付き照明の

採用など、経済性、技術面、環境面でバランスのとれた提案となっています。 

 さらに、維持管理面では、遠隔診断方式を採用して遠隔保守センターから監視を行うこと

により、トラブルの早期発見、迅速な復旧が可能になるなど、従来の保守に比べ作業効率の

向上を図ることができる独自性のある提案となっておりました。 

 最後に、応募者には多大なる労力をおかけし、貴重なる御提案をいただいたことを心から

お礼申し上げます。 

 平成２６年１０月２９日 

                   埼玉県第二庁舎ＥＳＣＯ事業提案選定会議 

                           委員長   高村 淑彦 

                           副委員長    石橋 正二郎 

                           委 員      島崎 規子 

                           委 員      布施 征男 

                           委 員      真砂 和敏 

                                               委 員      田嶋 義明 

                           委 員      鈴木 幹男 


